
１．事業の概要 

団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年（令和７年年 を迎え、各都道府県に設

置された（ 地域医療介護総合確保基金」を財源に介護施設の整備等を支援している。 

【補助の流れ】 

   国（→（県(基金)（→（市町村（→（事業者 

２．執行状況 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
令和６年度
（執行見込）

令和７年度
（参考）

国 予算額 700億円 618億円 618億円 528億円 378億円 378億円

積立額 1,375,139 56,557 2,067,552 3,594,483 1,634,124 4,279,337

取崩額 △（2,097,506 △（2,683,860 △（3,513,949 △（4,324,495 △（1,870,567 △ 4,856,243

基金残 8,742,917 6,115,614 4,669,217 3,939,205 3,702,762 3,125,856

県

 
※和７元年度末の基金残 9,465,284 千円 

・愛知県では、当該基金を活用した補助を着実に実施してきたため、基金残高が減

少してきている。 

・和７６年度までは市町村から要望等があれば、早期内示令基金残高の範囲内での

年度当初からの着工 を認めることが出来たが、和７年年度は執行額（令崩額額 

が基金残高を上回るため、全事業に対する早期内示が行えない。 

・一方、早期内示については、市町村等から多くの要望がある。 

３．引き続き早期内示を行う事業 

当該基金を活用した補助事業、全１９事業中、以下の事業については、引き続き

早期内示を行う対象として整理する。また、緊急性がある場合に限りその他の事業

でも残額の範囲内で検討する。 

・国の基金管理運営要領で優先的に実施すべきとされている事業 

『災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築整備事業』  

『災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の改築整備事業』 

・市町村の介護保険計画と関連する新規整備事業 

『地域密着型サービス施設等の整備事業』 

『介護施設等の施設開設準備経費支援事業』 

『定期借地権設定のための一時金支援事業』 

なお、早期内示対象外の事業については、国から県への内示後令概ね秋頃 に、

着工を認める。 

地域医療介護総合確保基金事業（介護施設等の整備に関する事業）について 

 

資料２ 



参考：介護施設等の整備に関する事業令和７６年度時点  

１ 地域密着型サービス等整備等助成事業 

ア．地域密着型サービス施設等の整備事業 

イ．介護施設等の創設を条件に行う広域型施設等の大規模修繕・耐震化整備事業 

ウ．災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築整備事業 

エ．災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の改築整備事業 

 

２ 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 

ア．介護施設等の施設開設準備経費支援事業 

イ．介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ＩＣＴの導入支援事業  

ウ．介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意識啓発の崩組支援事業 

 

３ 定期借地権設定のための一時金支援事業 

 

４ 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業 

ア．既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修支援事業 

イ．既存の特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修 

支援事業 

ウ．介護施設等における看崩り環境整備推進事業 

エ．共生型サービス事業所の整備推進事業 

 

５ 民有地マッチング事業 

ア．土地所有者と介護施設等整備法人のマッチング支援 

イ．整備候補地の確保支援 

ウ．地域連携コーディネーターの配置支援 

 

６ 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業 

ア．介護施設等における簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業 

イ．介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニグ環境等の整備に係る経費 

支援事業 

ウ．介護施設等における多床室の個室化に要する改修支援事業 

 

年 介護職員の宿舎施設整備事業 


